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Ⅰ. はじめに

知的障害のある子どもへの支援方法は，これまでに数多くの実践や研究が報告され，知見が蓄

積されている。加藤（2011）は発達支援における要素として，「発達支援」，「家族支援」，「地域

生活支援」，「児童福祉」の4点がともに重要であることを指摘している。特別支援教育は学校と

家庭や地域，関係諸機関との密な連携が重要であり，この指摘に裏づけられた教育システムであ

るといえる。特に，「発達支援」は障害のある子どもに対する直接的な支援を指しており，学校

では授業等における教育的関わりや手立てに相当する大きな要素であるといえる。つまり，発達

支援の方法論について検討することは，在籍する児童生徒の生活の質（Quality of life；QOL）

や授業力の向上に寄与することができる。具体的な発達支援の方法論については，例えば感覚統

合療法，遊戯療法，音楽療法，動作法，言語療法，作業療法など様々なものがあり，それぞれ多

くの症例が報告されている（例えば，有川・繁田・山田，2011；横内・眞田，2012）。一方で，

近年は政策決定等を含めた様々な局面において科学的根拠（エビデンス）に基づいた判断がなさ

れるようになっている。例えば，医療分野においてはEBM（Evidence Based Medicine；根拠にも

とづいた医療）として重視されており，日本医療機能評価機構は厚生労働省の委託によって，適

切な診断と治療のための診療ガイドライン作成をすすめ，科学的根拠に基づいた質の高い医療の

提供を推奨している（福井・山口，2014）。一方，教育においても，主として教育政策における

財政投資の観点から，教育効果におけるエビデンスを示すことが求められており（中村，2016），

エビデンスに基づいた指導の実践が求められている。

知的障害や発達障害のある子どもに対するエビデンスに基づいた理論や技法として， 汐 田

（2016）は，TEACCH（Treatment and Education of Autistic and related Communication

handicapped Children），ABA（Applied Behavior Analysis；応用行動分析学），PECS（Picture

Exchange Communication System；絵カード交換式コミュニケーション），SST（Social Skills

Training；社会的スキル訓練），CBT（Cognitive Behavior Therapy；認知行動療法）などを挙

げている。また，松下（2015）も同様に，自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorder；

ASD）に対するエビデンスに基づいた効果的な支援方法の例として，視覚刺激を用いた支援，構

造化，ICT（Information and Communication Technology；情報通信技術）を活用した支援，ABA

を紹介している。そのなかでも，視覚刺激を用いた支援は学校や支援施設などの実践現場で広く

普及しており，「ASDの支援といえば視覚刺激」ともいえるほど認知されているだろう。しかし，
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視覚刺激を活用して教材や支援具を作成しても，実際に指導に使用すると，期待したほどの効果

が得られなかったり，ときに全く効果がなかったり，教材を自己刺激的行動に使ったり逆効果に

さえなることがある。そこで本稿では，特にASDの児童生徒に対して，視覚刺激を活用して支援

を行うことの利点と，認知特性を踏まえた教材作成上の注意点について述べ，エビデンスに基づ

いたASD支援の発展可能性について検討することを目的とする。

Ⅱ. 視覚刺激を用いた支援の効果

１．ASDにおける視覚的情報処理の優位性

ASDの人に対する支援方法として，視覚刺激を用いることの有効性は多くの研究で指摘されて

いる。近年の特別支援学校における支援としても，手順表を用いた登校後のルーティン確立や（大

田・青山，2012），4コマ漫画や手順書を用いたキャリア教育など（寺田・綿巻・笹山，2014），

有効性を示した実践研究が報告されている。実践現場でもこのように刺激を視覚的に提示する支

援方法は多く行われており，いわゆる「視覚優位」という特性が広く知られていることが理由の

１つと考えられる。この視覚優位といわれる特性は，聴覚情報に比べて視覚情報の方が処理しや

すいという個人内差のことであるが，ときには個人間差として，すなわち視覚情報処理が健常者

と比べて優れているととらえられていることもある。

門（2010）は海外の文献をレビューし，ASDの人の視覚優位傾向は個人間差による絶対的なも

のではなく，個人内差による相対的なものであると指摘している。すなわち，「どちらかといえ

ば視覚情報の方が理解しやすい」ということである。また，すべてのASDの人が視覚優位傾向に

あるのではなく，聴覚情報処理が優位な人がいることも報告されている。ASDの人に対する支援

を考える場合，個人の認知特性について可能な限り詳細にアセスメントを行うことが必要である。

そのためのアセスメントツールとして，「WISC-Ⅳ知能検査」や「K-ABCⅡ個別式心理教育アセス

メントバッテリー」などが開発され，普及している。そのうえで，視覚刺激を用いることですべ

てがうまくいくわけではないことに留意しなければならない。自閉症のある人に対する視覚的な

支援アプローチとして，現在広く知られているTEACHプログラムにおいても，視覚刺激を用いる

ことは支援の要素の1つであり，認知理論と行動理論を組み合わせるなど，様々な方法を用いて

包括的に生活全般を支援することが重視されている（内山，2006）。

２．視覚刺激を用いた支援

ところで，視覚刺激を用いた支援は以下の３つに分類することができる。すなわち，理解を促

すための支援，表出を促すための支援，活動遂行を促すための支援である。それぞれの具体例を

表１にまとめ，以下に述べる。

（1） 理解を促すための支援

視覚刺激を用いた支援として，多くの実践現場で第一選択として用いられるのは，理解を促す

ための支援だろう。絵カードや写真カードを示して行うべき活動を伝えたり，解答の記入欄を明

確化したり，砂時計やタイムタイマーを用いて残り時間を伝えたりすることなどは，すべて音声

言語指示の補助として用いられるものである。このような支援は，聴覚情報処理や言語理解が苦

手で，目の前にないものについて想像することが難しいASDの子どもにとって，効果が期待され
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表1 視覚刺激を用いた支援の分類と具体例

支援の目的 具体的な手続きや教材の例

理解を促すための支援 絵カード，教材の強調や明確化，タイムタイマー，ジェスチャーなど

表出を促すための支援 文字盤，PECSなど

活動遂行を促すための支援 写真活動スケジュール，トークンエコノミー法など

る方法であると考えられる。

（2） 表出を促すための支援

視覚刺激を用いた支援としてあまり普及していないのが，表出を促すための支援としての活用

である。五十音表などの文字盤を用いて，子どもが自ら仮名を指差して単語や文を構成する方法

は，特に言語障害など言語表出に困難のある子どもに対するコミュニケーション支援の方法とし

て用いられることがある。しかし，この方法の使用は仮名の理解や構成が可能な子どもに限られ，

特に低年齢の知的障害やASDの子どもの場合には使用が難しくなる。そこで，近年ではPECSによ

る支援が普及してきている。この方法はABAの理論にもとづいており，子どもが要求する対象と

それに該当する絵カード（シンボル）を交換することによってコミュニケーションを図るもので

ある（Bondy & Frost, 2002）。PECSは指導段階を６つに分け，スモールステップで指導するパ

ッケージとして開発されている。６つの指導段階（フェイズ）の概略を図１に示す。

指導は1つの要求対象物と1枚の絵カードを対応させて交換することから始まり（フェイズ1），

利用する絵カードの種類やコミュニケーション相手との距離などを拡大していき（フェイズ2），

徐々に2語文，3語文とカードをつなげて要求できるようにする（フェイズ3～4）。また，修飾語

を含めた詳細な要求や，見たものを報告したり質問に答えたりする報告言語の獲得も目的となっ

ている（フェイズ5～6）。PECSは対象物へのリーチングによる要求をカードの使用に代替させる

指導によって「コミュニケーションの始発」を可能にすることを重視しており，従来のコミュニ

ケーション指導において課題となっていた「指示待ち」や「援助依存」を改善し，自発的なコミ

ュニケーション行動の生起が期待できることに特徴がある。さらに，PECSの副次的な効果として

音声言語の獲得（熊・山本，2013），アイコンタクトの促進（宮崎・加藤・井上，2014）など言

語発達に関することのほか，歯磨き行動（前原・荻田・稲田・丸本・村田・有友・川本，2015）

などADL（Activities of Daily Living；日常生活動作）に関することも報告されている。また，

特別支援学校で指導を実施した実践研究も報告されており（例えば，若杉・藤野，2009），指導

環境やカリキュラムの工夫によって，実践現場での実施可能性も十分あるとみられる。

図１ PECSの指導段階（フェイズ）の概略
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（3） 活動遂行を促すための支援

そのほかの視覚刺激を用いた支援として，活動遂行を促すための支援が挙げられる。特別支援

学校の目的として，「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識

技能を授けること」が学校教育法第72条に規定されている。すなわち，障害のある子どもの自立

を促進することは重要な目標のひとつである。自立を促進するための方略のひとつとして，近年

ではABAの枠組みを用いた自己管理（セルフマネージメント）の研究が行われており，自己管理

は自己決定を保障するための重要なスキルであると考えられる（澄井・長澤，2003）。自己管理

のための具体的な手続きには様々なものがあるが，竹内・園山（2007）は対象者がそれらの全て

を自分で行う必要はなく，自己管理スキルを発揮できるように支援する「支援つき自己管理」が

必要であると指摘している。

自己管理を可能にするための支援のひとつとして，写真を手がかりとするものがあり，課題や

活動を遂行しやすくするために有効である（Bambara & Cole, 1997）。特にASDの子どもは，そ

れぞれの活動を遂行するために必要なスキルを持っているにもかかわらず，自発的に活動を開始

したり切り替えたりすることに困難を示すことが多い。我々が予定表やタスクリストを用いてい

るように，ASDの子どもも学校や家庭での予定を理解すれば，かんしゃくやパニックを起こさな

くなる場合もある。すなわち，ASDの子どもが自分の活動に関するスケジュールを自分で管理で

きるようにすることが重要である。そのような観点から，視覚刺激を自分で操作することによっ

て行うべき活動を自分で決定し，活動の切り替えや遂行を自発的に行いやすくするための手続き

として「写真活動スケジュール」が開発され（McClannahan & Krantz, 2010），わが国でも知的

障害のあるASDの子どもに対する有効性が示されている（例えば，松下・園山，2013）。写真活

動スケジュールでは，対象となる子どもが行う活動をそれぞれ写真で示し，活動が終了するたび

に対応する写真を動かし，次の活動の準備を行う。そのような写真の操作によって見通しが立ち

やすくなり，円滑な生活が可能になるとされている。さらに，松下・園山（2013）では，ASDの

子どもが複数の学習活動を予定されたスケジュール通りに遂行するだけでなく，子どもが自分で

活動の順番を決定することや，文字のみのスケジュールに移行するための指導を実施し，生活全

体の向上に寄与する可能性を検討している。活動スケジュールは，TEACCHと同じように生活全般

を対象とした広範囲なアプローチである一方，専門家による支援体制や生涯にわたったサービス

に関してまでは言及せず，視覚的構造化に特化したアプローチであるという点で異なっていると

いえる。つまり，活動スケジュールはTEACCHのように地域と密接に結びついて支援体制を構築す

るものではないが，一方で利用機会を限定されるものではなく，様々な場面や行動において用い

ることのできる包括的支援方略となる可能性があると考えられる。

また，活動遂行の動機づけを高めるために視覚刺激を用いることも有効である。例えば，お店

のスタンプカードやポイントシステムのようなトークンエコノミー法は，望ましい行動に対して

シールやチップなどの具体的な物が与えられ，一定数が貯まると好きなものと交換できる方法で

ある。特に知的障害やASDの子どもは，社会的な刺激よりも具体的な刺激を報酬として用いたほ

うが効果的であることが指摘されている（小池，2001）。トークンは望ましい行動に対して即時

に，一貫して，場面の影響を受けずに与えることができるため，学校でも十分利用可能な支援方

法であるといえ，通常学級においてすべての児童を対象としてトークンエコノミー法を活用した

実践研究も多く報告されている（例えば，杉本，2016）。
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Ⅲ. ASDの子どもの認知特性をふまえた教材作成上の注意点

ここまででASDの子どもに対する視覚刺激を用いた支援の有効性を述べてきたが，実際の教材

づくりにおいては障害特性に合わせて注意することが必要である。

１．教材として用いる刺激

例えば理解を促すための視覚刺激教材を作成するとき，絵，写真や動画，あるいは文字やシン

ボルマークなど，何を用いて内容を示すのか，支援者が決定しなければならない。ASD支援に関

するハウツー本の多くには，「絵カードや写真カード」とまとめて紹介されていることが多いが，

両者には特性上で大きな違いがある。視覚刺激を支援に用いる大きな理由は，聴覚刺激に比べて

視覚刺激の方が情報を受け止め処理しやすいことにある。視覚刺激の提示は，音声を視覚的イメ

ージに変換することが難しいという障害特性に対する配慮として行うので，支援に用いる刺激に

は具体性が求められる。つまり，実物やそれと同等の「見本」が最も理解を促しやすい視覚刺激

ということになる。しかし，プールや図書室のような「場所」や，これから起こる出来事などを

実物で示すことは難しい。そのため，それらに対応して内容を表すための刺激を教材として作成

することとなる。

図２ 視覚刺激を用いた支援方法における具体性と一般性の関連

様々な内容の示し方を「具体性」という観点で並べ替えると，図2のようになる。実物や見本

から，動画，写真，絵，シンボルマークと徐々に具体性が減少し，抽象性が増加していく。実物

や写真などの具体性が高い示し方は，ASDの子どもにとって理解を促しやすい一方で，それが示

す内容を限定的にする特性もある。例えば「Aくんが使っているコップ」を写真で示した場合，

それが示す内容は「Aくんが使っているコップ」であり，その他のコップではない。しかし「Aく

んが使っているコップ」に似た形状のコップを絵で示した場合，それが示す内容はそのようなコ

ップの総体である。それは「Aくんが使っているコップ」と同じ商品のコップかもしれないし，

それと同じ色のコップや同じような形のコップすべてを指すかもしれない。このように抽象性が

増加するということは，それが示す範囲を拡大し一般化を可能にする。ここで考えなければなら

ないことは，知的障害やASDの子どもにおける刺激般化の問題である。一般的に，知的障害やASD

の子どもは，ある対象，場所，相手で学習した行動を他の対象，場所，相手などで応用する（般
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化させる）ことが難しいことが多い。つまり，1つの行動を学習したときの手がかりと他の手が

かりが同じであるということを認識することが難しいため，それを行動の手がかりとできないの

である。そのため，子どもの認知レベルによっては，具体性が高く限定的な写真や見本を用いな

いと学習効果がみられない場合もある。支援者は，子どものアセスメントを慎重に行い，子ども

が行動するために必要な具体性と，利便性を高めやすい抽象性（一般性）のどちらも最大化でき

るような刺激のあり方を検討しなければならない。

また，知的障害やASDの子どものなかには，身体的な刺激や感覚遊びを排他的に好み，常同行

動（ステレオタイプ行動）を示していることがある。子どもによって好きな感覚は異なるが，教

材で遊んでしまい支援に活用できないことは少なくない。具体的には，絵カードを眼前でヒラヒ

ラさせたり，歯で噛んだり，机上に立ててコマのようにクルクル回したりすることがある。視覚

刺激を用いた教材はあくまで子どもの適切な行動を引き出すための支援ツールであり，それ自体

で楽しむための玩具ではない。子どもが教材で遊んでしまうということは，それがその子どもの

支援のために有効なものでないことを示している。そのような行動は，子どもにとってより理解

しやすいものにするように教材を工夫することが必要であることを支援者に教えてくれる。

感覚特性に対する教材の工夫として，素材を変えることによって，つるつる，ざらざら，つぶ

つぶ，ひんやりなどの触感や，厚さ，重さ，長さや太さなどを変えることが考えられる。子ども

によって使いやすいものは異なるため，それぞれの特性を把握してオーダーメイドの教材を提供

することが重要である。

２．視覚刺激が表す内容

写真カードは支援の現場で広く使用されている視覚刺激であるといえる。しかし，すべての子

どもが写真によって理解できているわけではない。写真を用いても理解が促されないときに，そ

れを子どもの障害の程度や特性に起因させることがあってはならない。まずは教材を工夫するこ

とが重要である。前節で述べた具体性とは異なる観点で教材の工夫について述べる。

はじめに，その写真が内容を必要十分なほど表しているのかどうか確認する必要がある。特に

屋外にあるものや活動の場面を写真にとるときに，背景に様々なものが写りこんでしまうことが

ある。支援者が意図をもって撮影したものであっても，子どもにとってそのように受け取られな

ければ意味がない。写真は他の刺激が混在しないように留意する必要がある。また，写真が暗す

ぎたり明るすぎたり，ピントが合っていなかったり，あるいはインクのにじみやかすみ，光の反

射などがあると理解しにくいものになる。さらに，背景や地の色を工夫することも重要である。

具体物を写真にとる場合は，黒い布や紙を下に敷いたり反射しないようにカーテンを閉めたり照

明を調整する。業者に依頼したり高性能カメラを用意する必要は全くないが，見やすい写真をこ

ころがけるべきである。また，写真に枠をつけることも有効な方法である。子どもに対して注目

すべき箇所を明確にすることは，選択的注意に困難を示すことが多いASDの子どもの理解を促す

だろう。

ところで，特にASDの子どもには「刺激の過剰選択性」や「シングルフォーカス」といわれる

認知特性がみられることがある。我々は，ふつう様々な刺激に対して同時に注意を向け，複数の

刺激の組み合わせに反応して生活している。例えば横断歩道を渡るときには，信号だけでなく左

右を確認して車が来ないかどうか，水たまりがないかどうかなどを複合的に判断して行動するだ
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ろう。あるいは，相手のことばを字句通りに受け取ることなく，言い方や表情，態度などに注意

を向けて意図を理解しようとする。しかしASDの子どもにとってはそれが困難な課題であり，1つ

の刺激に対して選択的に注目してしまうことがある。このような特性は視覚刺激を用いた教材づ

くりにおいて十分考えなければならない。特に幼児や小学校低学年の支援現場において問題が生

じることが多い。例えば支援者がとても熱心に教材を作り，活動を表す絵カードの端に子どもの

好きなキャラクターのマークをつけたり，花や星などで飾りつけをしたりすることがある。通常

だとこのような装飾は教材に対する興味を高めるという点で有効であると考えられるが，ASDの

子どもにとってはそうでないことがある。すなわち，シングルフォーカスという特性によってキ

ャラクターや星印にしか注目できず，本来見てほしい活動内容に注目できないのである。これで

は本末転倒である。先述の通り，教材に興味がないということはそれが必要ないということを意

味する。あえて支援者側が興味を引きつけるように工夫する必要はなく，たとえ無機質でシンプ

ルなものであっても，支援ツールとして機能する教材を作成することが必要である。

３．ICTの活用可能性

近年，ICT技術の発展によって，産業だけでなく医療や福祉，教育にも大きな影響を与えてい

る。文部科学省（2016）も2020年代に向けて教育においてICTを活用していくことを示している。

そのなかで，特別支援教育におけるICT活用の促進の観点として，「各教科等の指導の効果を高

めるとともに，各種のICT機器を活用した将来の自立や社会参画に向けた主体的な取り組みを支

援する」ことが挙げられている。そのためには，学校でICTを活用していくことの効果の評価や，

どのような活用方法が望ましいか，実践研究を通して検討していくことが求められている。

学校や教室におけるICTの活用として，大型ディスプレイやプロジェクタなどによるスライド

を用いた視覚支援が挙げられる。佐原（2015）は，特別支援学校教員への質問紙調査の結果から，

スライドを用いた視覚支援やアニメーション効果の有効性を指摘している。また，成田・大山・

銘苅・成川・吉田・雲井・小池（2016）は，知的障害のある中学生に対してタブレット端末を用

いた漢字書字の学習効果を検討し，その有効性と学校教育への導入の可能性を示唆している。重

度知的障害のある子どものICTを活用した教育について，佐原（2013）は，タブレット端末を利

用することで注意集中の長期的な持続や，因果関係の理解など認知学習の促進に効果的であると

し，教科的な学習だけでなく，自立を促す教材としてタブレット端末を利用することが望ましい

ことを指摘している。

従来から用いられている絵カードや写真カード，文字などによる支援に加え，ICTを活用する

ことで視覚刺激は同時的あるいは継時的に広がりをもつこととなる。例えば，写真活動スケジュ

ールにおいては，活動開始前にスケジュールをたてるとき，タブレット端末によるアプリを用い

ることで選択肢を拡大し，携帯性を高めることができる。また，端末に付随しているカメラ機能

を用いることで，新たな活動を即時に提示することができる可能性もある。

４．支援ツールとして用いるために

支援ツールは日々の活動で常に使用するものである。例えば写真から絵，文字へと子どもの成

長に合わせて変化させていくことは重要であり，将来的には全く使用せずに生活することも目標

として良いかもしれない。しかし子どもの実態と生活文脈を考慮すると，現実性や実現可能性と
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いう点で「支援つき自己管理」という目標は有益な考え方であり，視覚刺激を長期に渡って支援

ツールとして使用する可能性は十分にある。ICTを用いた支援も同様であり，中邑（2015）は，I

CT機器は訓練機器ではなく支援技術（Assistive Technology；AT）となるべきであると指摘して

いる。そのような考え方は，障害のある人における合理的配慮という点からも非常に重要である

といえる。

視覚刺激を教材として学校で活用する場合は，将来的な展望をもって検討することが期待され

る。例えば１つには安全性の確保がある。子どもによっては，教材を口に入れたり顔の近くで見

たりすることがあるので，危険がないように配慮することが必要である。また，耐久性について

も重要な観点であるといえる。コピー用紙に印刷するだけでなく，ラミネート加工したりクリア

ファイルに入れたりすれば，長期に渡って使用することができるだろう。さらに，学校だけでな

く家庭に持ち帰っても使える可能性がある。学校と家庭の双方で同じ支援ツールを用いることは，

子どもにとっても理解しやすく覚えやすい。そして，生活の一部として用いることで「支援つき

自己管理」を達成する一助ともなるだろう。

最後に，コストの問題も考えなければならない。教材作成は教師の授業準備行動の1つである。

教材作成に時間がかかりすぎてしまうと，その他の業務に支障が出る。また，費用面としてもあ

まりに高額な教材を使用すると長期的に持続することが難しくなる。有効性という点で最低限の

質を保証しながら可能な限りコストを削減し，支援者と利用者の双方にとって無理のない教材づ

くりが重要であると考えられる。

付記：本論文は，山梨大学教育学部附属特別支援学校が編集し，2016年度公開研究会などで配布

した「学校の授業や支援に使える教材・教具アイデア集 第8集」に寄稿した原稿をもと

に，著者が加筆，修正及び再構成したものである。
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